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論　文

吸収源クリーン開発メカニズム(CDM)を巡る国際政治

一異なる地球環境保護の整合性を巡って-

野　口　剛　嗣*

はじめに

京都メカニズムの基本ルールは2001年11月の

COP(締約国会議)7において,マラケシュ合

意という形で決定する。 しかし,吸収源クリー

ン開発メカニズム(CDM)に限っては具体的

なルールの決定は2003年のCOP9まで先延ば

しにされた。

吸収源CDMは,認証基準設定次第で,生態

系悪化をもたらす危険性が指摘されていた。 こ

れはある分野の環境対策が別の環境破壊を引き

起こす危険があることを意味する。 複数の地球

環境問題が国際政治の議題になることで,異な

る地球環境対策間の調整が必要となる全く新し

い問題が生じ始めたのである。

利害関係者にとって,環境対策の優先順位は

大きく異なる。 ある特定の環境分野での対策の

必要性が国際的に合意されたとしても,別の環

境問題-の対処の必要性が合意されるとは限ら

ない。ある特定の環境対策の有効性を確保しつ

つ,他の環境対策との両立を果たすことは,国

際政治の舞台で可能であろうか。

本論文では,吸収源CDMにおける遺伝子組

み換え生物(GMO)規制がどのように実現し

たのかを検討することで,異なる優先順位を持

つ国家アクターが,異なる複数の地球環境対策

を整合させるような国際的環境協力を実現させ

うる要因とは何かを実証的に明らかにしたい。

第1章では,吸収源CDMの成立経緯と特色を

公式資料や会議記録などから明らかにする。 第

2章では,関連する生物多様性協定についてま

とめる。第3章では吸収源CDMに対する各国

の立場の相違を生み出した背景を説明する。 第

4章では吸収源CDMの規制成立要因を複数の

視点から検討する。

第1章吸収源CDMを巡る交渉経繕

1997年のCOP3において,先進国全体で1990

年比5.2%程度の温室効果ガス(GHGs)削減

枠が定められた。 だが,数億目標設定の過程

で,国内対策のみでの目標達成に難色を示す米

国などへの配慮から,国内での排出削減努力以

外もH標達成に利用できることを定めた京都メ

カニズムも同時に採択された。

CDMは,COP3の際に合意された京都メカ

ニズムの一つで,途上国で行った削減活動の一

部を先進国の削減枠として利用できる制度であ

るGHGs排出権(クレジット)のうちCDM
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で得られるものをCER(CertifiedEmission

Reduction)と呼ぶCERは排出権取引の対象

となり,金銭的価値を持つ。

CDMは,京都メカニズムにおいて,途上

国が唯一GHGs削減に参加する枠組みである。

CDMは先進国の削減枠を確保するのみではな

く,途上国における持続可能な発展の促進も目

的とする。′だが,CDMは,先進国が自らの排

出削減努力を怠り,途上国の安価な対策を利用

するだけで終わる危険があった。

それでも,途上国にとって,CDMは自国へ

の投資を拡大させるきっかけになりうる。 ただ

し,COP3の段階では,途上国での削減分を先

進国が利用できると決まっただけで,具体的な

ルールは全く決められていなかった。

CDMの基本的な運用ルールはCOP7で合意

された。この結果を受け,京都メカニズムは具

体的に動き出した。だが,CDMの中でも吸収

源CDMに関するルールだけはCOP7で合意さ

れなかった。それは吸収源のもつ問題点が,気

候変動対策としてのCDMの有効性を失わせる

危険性があったためであるo

IPCCによれば,森林などの生物的緩和オプ

ションによる炭素削減量として,「かなり不確

実性が伴う」とされながらも,2050年までに

100ギガ炭素トン規模での削減を可能としてい

る0これは同じ期間の化石燃料からの排出の

10-20%に相当するとされている〔Gitayetal

2003:35〕.こうした森林などによるGHGs吸

収活動を促進するCDMのことを吸収源CDM

とよぶ。

森林吸収源には,どれだけGHGsを吸収で

きるのかが不確実であることと,いずれ枯死な

どの事情によりGHGs排出側に回ってしまう

ことから非永続的であるという問題点があっ

た。そのため,吸収源CDMによるCERを恒

久的なものと認めた場合,気候変動防止がなさ

れないのに,CERが発行される危険性があっ

た。故に,吸収源CDMに対して何らかの制限

を加える必要性が提起された。

また,仮に京都議定書第3条4項で定めら

れた森林経営がCDMとしての適格性を持つと

認められた場合,世界中の森林が第1約束期

間から先進国の目標達成のために利用される

危険があった。当初,EUはCOP6再開会合で

もCDMにおける吸収源の利用を認めないとい

う意見を主張したが(1)日本などに譲歩し,吸

収源活動がCDMの対象として認められること

になった。ただし,CDMで認められる活動は

新規植林,再植林のみに限られ,森林経営は含

まれない。森林経営がCDMとして認められな

かったことで,世界中の森林の無制限な利用の

危険は避けられた。

だが,吸収源CDMによる環境への悪影響の

懸念事項はまだ残っていた。 吸収源CDMは,

その特性上,約束期間内にCERを獲得するこ

とが求められる。故に地域特性を配慮した長

期的な視野での森林育成ではなく,短期間で

CERを確保できる樹木が選ばれ,生態系破壊

の原因となる恐れがあった。

さらに環境保護の観点からは,GMOや外来

種の導入の是非も問題となったo吸収源CDM

で利用される可能性のあるGMOや外来種の問

題点として,不確実性が挙げられる。 仮に経済

性のみを重視してGMOや外来種の安易な利用

が認められた場合,深刻な生態系破壊が発生す

る危険がある。一度破壊された環境の修復はき

わめて困難である。この環境破壊の不可逆性と
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いう特質を考えた場合,吸収源CDMでの導入

種は,気候変動防止のみではなく,生態系-の

影響を熟慮した上で決定されなければ,生態系

破壊という別の環境破壊を引き起こす危険があ

る。吸収源CDM交渉は,こうした環境対策に

おける予防原則採用の是非を巡る交渉であった

といえる。

結果として,マラケシュ合意では,吸収源に

ついて,生物多様性などの環境上の影響を考慮

することが定められている。また,京都議定書

第7条1項(年次報告)および2項(定期報告)

では,吸収源に関する報告書を提出しなければ

ならないことが定められている。

吸収源CDMの利用上限や原則についての議

論はCOP7までで合意された。だが,吸収源

CDMでのCER発行対象の範囲と,吸収源の

非永続性に対処するための時間制限の設定方法

など,様々な論点を巡って日本・カナダとEU

が対立した。その結果,吸収源CDMルールは

COP7では合意に至らなかった。

2002年6月の第16回補助機関会合(SBSTA)

でCOP9までに定義や方法論を決定するスケ

ジュールがまとめられた(2)また,各国から意

見が提出され,整理,公表された(3)

CER発行の対象となる再植林の定義に関し

ては,EUは排出量算定の削減目標基準年であ

る90年との整合性を求め,89年以前に森林でな

かった場所-の植林を対象とすることを求め

た.
一方,日本やカナダなどは衛星データを

使っても森林のデータは不十分な可能性がある

として,99年以前に森林でなかった場所を対象

にすべきと反論していた。

COP3の段階でCDM活動として吸収源を利

用することはすでに想定されていた。10年の違

いは対象地の規模とプロジェクトの実施難易度

に大きな影響を与える0さらに,もし,発行対

象が99年以前となった場合,吸収源CDMのた

めに森林を伐採する事後的な環境破壊にCER

が発行される問題点があった。

また,排出枠の範囲を巡る大きな論点とし

てベースラインとリーケージの問題があっ

た。ベースラインはプロジェクトがない場合の

GHGs排出量ないしは吸収量をさす。またリー

ケージとはプロジェクトが行われたことによっ

て,プロジェクトの外部で発生するであろう

GHGs排出ないしは吸収をさす。この2点の評

価によって,CER発行量が左右される。

CDMでは追加性が認められなければCER

が発行されない.そのため,ベースラインを評

価する基準である追加性の定義でも紛糾した。

日本,カナダは炭素吸収量のみでも追加性を認

めるべきだと主張する一方で,EUは資金的追

加性や環境的追加性も評価基準に加えることを

主張した。途上国はCOP8でEU提案を支持し

ている(4)2003年6月のSBSTA18で,日本や

カナダなどは環境影響を分析する際にいくつか

の問題を検討するように求めたテキストに懸念

を述べている(5)もしも炭素吸収量のみが評価

基準となった場合,土壌劣化をもたらす環境破

壊的なプロジェクトもCER発行の対象とされ

る恐れがあった。

さらに吸収源のもつ非永続性という問題に対

してどのように対処するかを巡っても深刻な対

立が発生した。COP6前の段階で,コロンビア

が吸収源CDMによる獲得クレジットに終期を

設けることを提案し,注目された〔木村2006:

170〕。EUは有効期限5年とする期限付きCER

を,日本・カナダは期限なしで保険付きの採用
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を求めていた。期限付きCERの場合は,期間

内に森林が消失しても5年は有効であり,森林

があれば外部機関の検証・認証を経て再発行を

認める。保険付きはCERの有効期限はないが,

森林が減少した場合,減少分の排出権を保険で

他から購入し,補填する義務を負う仕組みであ

る。ただし,保険期間は有限であり,保険期間

終了後は責任が問われることはない。 EUはカ

ナダの保険つきCER提案を,クレジット期間

後10年で保険の期限切れになることから,非永

続性に対処できるものではないと批判してい

る(6)長期的にはGHGs削減に寄与しない事業

に,CERが発行される危険があったからであ

る。

結果として,保険つきCER提案は取り下げ

られ,2種類の吸収源CER7うま採用されること

になった.短期CER(TemporaryCER:tCER)

はEU提案を反映したもので,発行された次

の約束期間末で全量が失効する。 長期CER

(Long-termCER:1CER)は,保険付きCERを

取り下げたカナダが修正案として提案したもの

であり,炭素蓄積が続く限り,CER発行期間

末まで有効とされる。両案とも5年ごとにプロ

ジェクトの状態についての監査を受ける必要が

明記され,一度選択したプロジェクトのCER

発行方式は,クレジット発生中は変更できない

とした。

tCERも1CERもプロジェクト終了後は別の

クレジットによって補填されなければならな

い。この結果,GHGs削減こそが主要な気候変

動対策と位置づけられ,吸収源利用はそれを補

完するものとして,対策の優先順位が定められ

たといいうる。このような時間制限のついた

CERの合意により,吸収源の非永続性に閑し

ては解決した。これは,対策の経済性や投資促

進よりも,確実なGHGs削減を重視すると各

国が同意したことを意味する。

COP9会期中の2003年12月6日,クルッグ共

同議長が,COP決定書草案を提出する。 その

内容は,マイナスのリーケージだけを認めるこ

と,CERの時間制限には複数のオプションを

取り入れること,GMOや外来種規制は各国の

国内法によって行うこと,プロジェクト設計書

類には社会経済・環境の基準を組み入れること

が提示されていた(7)それをたたき台にして議

論が行われ,12日にCDMにおける植林および

再植林に関する決定書(8)の採択をみた。

表1吸収源CDMにおけるPDDへの記載事項

A , 提案された吸収源プロジェク トの概要

B , ベースライン方法論の申請

C , モニタリング方法論と計画の申請

D , 吸収源による純人為的吸収量の評価

E , 提案された吸収源プロジェク トによる環境影響

F, 提案された吸収源プロジェクトによる社会的経

済的影響

G , 利害関係者によるコメント

A nn exl, 提案された吸収源活動の参加者への連絡

先

A nnex2, 公的資金に関する情報

A nnex3, ベース.ライン情報

A nnex4, モニタリング計画

(CDM-ExecutiveBoard,"CLEAN

DEVELOPMENTMECHANISMGUIDELINES

FORCOMPLETINGTHEPROJECTDESIGN

DOCUMENTFORA/R(CDM-AR-PDD),に

より作成。)

だが,COP9での吸収源CDMの決定ルール

では,社会・経済的影響や環境影響評価は,プ

ロジェクト参加者もしくはホスト国が重大と考

える悪影響がある場合に実施するとされてい
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た(9)その後の,吸収源CDM交渉は,吸収源

CDMの方法論や手続きについて検討する吸収

源ワークキンググループ(ARWG)に舞台を

移す.そのARWGは,第16回CDM理事会で,

吸収源CDMのプロジェクト設計書(PDD)に

最低限記載すべき項目は,AからDまでで良い

とした(10)。これによると,吸収源プロジェク

トによる環境影響評価も,社会的経済的影響の

評価も不要になりかねない。

マラケシュ合意で定められたCDMのルール

は,各国が好きなように解釈できる暖味な点が

残された内容となった。たとえば,CDMの原

則である追加性や補完性は,具体的にどのよう

な状態を指すのかは明らかにされてはいない。

その結果,CDM理事会は,CDMの具体的

実施要件を決めることのできる強大な政治的権

限を手にしたのであるCDMは,プロジェク

トがない場合のGHGs排出量を評価するベー

スラインによって,獲得できるCERが大きく

異なる。CDM理事会にベースライン設定の方

法論が承認されなければ,CERが発行されな

い。また,CDM承認に必要な「追加性」を

判断するのもCDM理事会である。さらに,

CDMの適格性を判断する指定運営組織を任

命,罷免する権限もCDM理事会に与えられて

SES

気候変動レジーム消極国である米国,オー

ストラリアが京都議定書から離脱しているた

め,CDM理事会の構成メンバーはEUと途上

国が中心となった。その結果,非常に厳格な形

でCDMの適格性が審査されることになった。

CDMの認証審査は2003年から始まったが,多

くの方法論が承認されず,翌年の2004年によう

やく最初のプロジェクトが承認されている。

ただし,CDM理事会が評価を厳格にするこ

とで,CDM実施が困難になりすぎた場合,ロ

シア・旧東欧との排出権取引や共同実施に重点

が移り,CDMが機能しなくなる恐れもある。

一方で,認可された方法論でも,環境破壊

の危険があるプロジェクトの存在が問題視さ

れ,その規制がすでに国際交渉の議題になっ

ている。一例として,HCFC工場で発生する

Hf、C23破壊プロジェクトの事例が挙げられ

るHFC23はC02の11,700倍の地球温暖化係

数をもつ。故に,1回のプロジェクトで大量

のCERを獲得でき,CER販売による利益が

HCFC生産による利益を上回る可能性も指摘

されている(ll)HCFCはオゾン層保護レジー

ムの規制対象物質であり,この間題はオゾン層

保護対策を進める上で,重大な障害になりう

る。

CDMは環境対策に金銭的な価値を持たせる

ことで,優先順位の異なるアクターが等しく気

候変動対策を重視するようになる状態を作り上

げた。経済的な対策を促進するためには非常に

優れた制度であるといえよう0

しかし,金銭的価値を持たせたことにより,

金銭的価値を付与する制度を持たない他の環境

問題の優先順位を相対的に引き下げることにな

る。たとえば,生態系を保護しても,直接的に

は気候変動対策の有効性を高めるわけではな

い。この結果,各アクターが気候変動対策の経

済性を追求することで,HFC23問題のように,

他の環境破壊を促進する危険が生じることに

なったのである。確かに,コストを考慮しない

対策は現実的ではない。だが同様に,単一の環

境間道のみを重視して,他の環境破壊を容認す

ることも,地球環境全体を考慮すれば現実的と
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はいえないであろう。

このように吸収源もCDMも,他の環境問題

対策との衝突が起こりうる制度であり,なんら

かの調整が必要とされているのである。

第2章生物多様性関連協定による規制

吸収源CDMで対象となる森林に対し,他の

条約はどのように取り扱っているだろうか。

FAOによると,1990年から2000年までで世界

全体で年平均約890万haの森林が失われ,2000

年から2005年にかけても,年平均約730万haの

森林が失われている〔FAO,2005:18-19〕。さら

に,FAOの森林の定義では,樹幹面積が10%

以上の土地が森林とみなされてしまうため,森

林伐採などによる森林の質の劣化が反映されに

くいという問題がある。

生物多様性条約(CBD)や国際熱帯木材協

定など,森林保護関連の国際環境協定は複数存

在する2002年に始まったアジア森林パート

ナーシップAFPなど,地域的な森林保護協

力体制も進展している。だが,世界中すべての

国が参加するような森林保護条約は存在しな

い。

吸収源CDMによって危供される環境破壊と

して,GMOや外来種による生態系汚染が挙げ

られるCBD第8条では. (g)項でバイオテ

クノロジーで改変された生物の規制・管理・制

御を,(h)項では外来種の防止・制御・撲滅

を,締約国が行うことが定められている。

CBD第19条3項では,バイオテクノロジー

で改変された生物についての適当な手続きを定

める議定書の必要怪が指摘されていた。 CBD

の下での,GMO規制を巡る議定書交渉では,

必然的にGMOの貿易規制が交渉の重要な論点

となった。米国などは議定書の規定が国際条約

の規定に影響を与えないようにするための「免

除規定」を入れることを主張している。 だが,

このような免除規定の挿入は予防原則を採用し

ない世界貿易機関(WTO)の規定に新しい議

定書が従属することになるとしてEUなどが強

い反対を示した〔Gupta2000:30〕。

このような米,加,豪等のGMO輸出国側と

規制を求めるEU及び途上国との間の対立の末

に,GMOに対する国際的な規制として,CBD

バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書が

2000年に採択された。カルタヘナ議定書には

2006年11月現在136カ国が批准している(12)こ

のカルタヘナ議定書交渉で規制反対派となった

米,加,豪は,議定書に参加していない(13)

カルタヘナ議定書では,第8条で輸出国の事

前通告の義務が定められている。また,第10条

において,輸入国は,輸出国又は輸出者から提

供された情報を受領した後に,危険性の評価

を行い,該当するGMOの輸入の可否を決定す

る。カルタヘナ議定書では,前文において予防

原則を再度確認するという文言が入っている。

さらに,第10条6項,第11条8項においては,

科学的確実性が欠如していても,締約国が輸入

禁止措置をとることができると規定されてい

る。

また,カルタヘナ議定書第34条では遵守促進

と不履行に対処するための手続きと機構につい

て定められ,遵守委員会が設置されることに

なった。この遵守委員会は,関連する情報を

NGOなどから受け取ることができる(14)生物

多様性問題では,このような環境NGOの監視

活動がレジームの有効性維持に大きな役割を果

たしている。ワシントン条約においては条約に
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違反する取引の情報のほとんどが,世界自然保

護基金(W)の取引監視委員会から提供さ

れているという〔Perterson1997:128〕。

また,2006年3月の第8回CBD締約国会議

では,いまだ明確化されていないGMOによる

森林生態系への影響について議論が行われた。

ノルウェーとグリーンピースは遺伝子組み換え

樹木についての専門家グループ設置を訴え,さ

らにイランとグリーンピースなど複数のNGO

が遺伝子組み換え樹木に関するモラトリアム

を要求している(15)このような議論は吸収源

CDMと密接に関連している。また,2005年の

第1回京都議定書締約国会議COP/MOPl

では,CBD側が,気候変動が生物多様性の喪

失を促進しているとして,気候変動枠組み条約

と生物多様性関連協定との連携を強調してい

る(16)このように,C王iDと気候変動枠組み条

約双方に配慮した対策が求められているのであ

る。

一方,WTOでも生態系-の影響を無視して

いるわけではない1994年の「公衆衛生・植物

衛生手段の適用に関する協定(SPS協定)」で

は,人や動植物の生命・健康へのリスクからの

保護や,有害生物による損害を防止・制限する

ための規制を認めた。科学的証拠が不十分であ

ることを理由に規制を行うこともできるとされ

ている。ただし,これは暫定的な措置にとどま

り,適当な期間内に再検討を行わなければなら

ない。また,貿易制限を最小限に抑えるように

考慮せねばならず,輸入国側の権限は弱い。各

国が規制を講じるための要件について,CBD

とWTOでは異なる立場を示しているのであ

る。

森林保護のための世界的な枠組みの実現を目

指す取り組みも始まっているが,難航してい

る1995年,国連持続可能な開発委員会(CSD)

のもとに森林政府間パネル(IPF)が設置され,

世界的な枠組み-の取り組みが始まったc1997

年にはIPFを引き継ぐ形で,森林政府間フォー

ラム(IFF)が設置された2001年からは国連

森林フォーラム(UNFF)が設置され,IPFと

IFFで決められた行動提案の実施促進など,国

際的な森林管理・保全のために活動している。

UNFFの第1回会合において,UNEPや気候

変動枠組み条約事務局,CBD事務局など,関

連する14の国際機閑が「森林に関する協調パー

トナーシップ」(CPF)を構成し,UNFFの活

動支援を行うことが決まった(17)。CpFには,

世界銀行は参加するが,WTOは参加していな

い。

多国間環境協定間の連携の第一歩を実現し

たUNf、Fだが,肝心の森林保護の推進について

は,各国間の対立に翻弄され,目覚しい成果を

挙げたとはいえない2006年のUNFF第6回会

合では,2015年に国際協定の見直しを行い,そ

れを元に法的拘束力を持つ協定の是非を考慮す

るとしている(18)グリーンピースは,2005年5

月のUNFF第5回会合開催前に,UNFFは成果

のないものであるとして閉幕を求めている(19)

CBDなど現在の国際的森林保護関連協定に

は,生態系保護に金銭的価値を付与する制度や

生態系破壊に対する強力な罰則が存在しない。

そのため,吸収源CDMで経済性と生態系保護

との競合関係が発生した場合,気候変動レジー

ム側が何らかの手段を講じない限り,生態系保

護側が不利な立場にならざるをえないのであ

る。
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第3章吸収源CDMに対する各国の姿勢

マラケシュ合意以後の吸収源CDMを巡る交

渉は,ある特定の環境保護対策を実施した際

に,経済性を重視することで別の環境破壊を生

み出す危険性があることを浮き彫りにした。 気

候変動対策と生物多様性保護が絡み合う吸収

源CDM問題に対し,各国はどのような背景を

持って交渉に臨んだのであろうか。

第1節日本・カナダ

吸収源CDMの対象領域拡大につとめた日本

とカナダは,京都議定書の削減目標達成が困難

な状態にある。 そのため,目標達成のために

は,できるだけ安価な形で吸収源CDMを利用

できるようにする必要があった。

特にカナダはNAFTAの存在などにより,京

都議定書から離脱した米国の政策の影響を強く

受ける。そのため,気候変動対策でも経済性を

重視せざるをえない。 カナダの吸収源CDMへ

の提案はマラケシュで行われた駆け引きを再開

する試みであると,実際の交渉の場における多

くの出席者から見られていたという(20)

カナダは,基準年の1990年と約束期間内の

2010年の予想GHGs排出量の差が270Mtにも

及ぶ2005年に発表した気候変動計画では,

2012年までに50億ドルをかける気候変動ファ

ンドで75-115Mt分,吸収源で10-30Mt分の

GHGs削減を見込んでいる(21)

また,カナダは,GMO輸出国であることか

ら,CBD交渉においても,GMO規制に反対

の立場をとり続けている。

カナダはCBD第8

回締約国会議でもGMOに関するモラトリアム

解除を働きかけたが失敗しているGMO輸出

国であるカナダにとっては,吸収源CDMにお

いてGMOが利用できるとすることは,京都議

定書の目標達成の点でも,経済的にも有利にな

る側面があった。

植林事業へのインセンティブをなくすもの

はすべて反対という立場を示し,吸収源CDM

ルールの規制強化に反対した日本の主張の背景

はどのようなものであっただろうか。

日本が2005年に発表した京都議定書達成計画

では,京都メカニズム利用によって基準年比で

1.6%分の削減枠を確保するとされている。 こ

の達成計画では6%削減が前提となるが,2006

年の発表では,2003年のGHGs排出量は90年比

で8.3%増となったという(22)。

2002年に発表された「共同実施及びクリーン

開発メカニズムに係る事業の承認に関する指

針」(23)によると,承認基準として,①プロジェ

クトの内容が,京都議定書,マラケシュ合意そ

の他の国際的合意事項に反するものでないこ

と,(卦プロジェクト実施主体が,破産その他の

事由により,プロジェクトの適確な遂行が明ら

かに困難な経営状況等にあると認められるもの

でないこと,の2点が挙げられただけで,追加

的な基準は提示していない。

2005年4月に日本は,「京都メカニズム推進・

活用会議」の設置を決定する。 さらに国際協力

を推進すべく,メキシコ(2004年9月),ブラ

ジル(2005年5月)などと京都メカニズム関連

協力に関する合意・共同声明を表明している。

日本とブラジルとの共同声明ではCDMでの協

力と共に,UNFFの強化などの森林関連での国

際協力を進めていくことも述べられている(24)

ただし,2006年(平成18年度)のCDM/JI事

業調査募集では,優先的に採択する案件とし
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て,1,廃棄物の管理,2,バイオマスの利用,

3,N,0,HFC等の排出抑制が挙げられており,

省エネや吸収源は含まれていない。

他方,日本はGMOの受け入れに関しては,

慎重な姿勢をとっているcFAOとwn0との

合同食品規格(CODEX)委員会での,遺伝子

組み換え食品に関する表示義務交渉では,EU

などと共に厳しい表示義務を求め,国内政策で

も遺伝子組み換え食品の安全性審査の法的義務

化と表示の義務化を定めている。

また,日本国内でGMO栽培への広範な反対

運動が広がっている。一例として,2002年には,

58万人の署名提出などにより,愛知県などが遺

伝子組み換えイネの商品化を断念している(25)

このように消費者側の反対運動が活発化してい

る一方で,生産者側によるGMO導入の動きは

活発であるとはいえない。

日本は,国内の気候変動対策の進展が遅れ,

京都メカニズムに依存しなければ,削減目標を

達成できない。その対策として原発が推進され

ている(26)が,第1約束期間に対応する有効な

政策であるとは考えにくい。

第2節EU

吸収源CDM交渉において,EUは生物多様

性の保護と予防原則を重視してきた。

予防原則はEUでは環境政策における基本的

な原則ともいえる。1997年のアムステルダム条

約では,第174条2項によって,すべての環境

政策が予防原則に基づくべきことが規定されて

いる。また,第176条では,構成国が環境上の

理由でいっそう厳しい予防措置をとることが認

められている。

1999年の欧州環境閣僚理事会によるGMOの

流通凍結決定などのように,EUはGMOに慎

重な姿勢を示している。EUはGMOの環境リ

スクを懸念する報告書をWTOに提出してお

り,その内容は環境NGOによって明らかにさ

れている(27)このようなEUの慎重姿勢が米欧

間の貿易対立原因にもなっている。

EUではGMOへの広範な反対が市民のあい

だで広がっている。一例として,2003年の英国

調査では,91%がGMOによる環境悪影響を懸

念していた(28)

CDMの利用に関しては国ごとに立場が異な

る。それでもCDM利用について,国際基準以

上の独自の追加基準を各国が表明している。一

例として,京都メカニズムを積極的に利用する

方針を持ち,目標の50%を京都メカニズムで

達成すると表明しているオランダは,CDM承

認の最低基準として,様々な人権への配慮条項

や,ライフサイクル全体での環境や人体などへ

の影響を査定するべきこと,ダメージを緩和・

最小化するための費用効果的手段を延期する理

由として科学的不確実性を使ってはならないこ

と,などを挙げている(29)

しかし,2003年の段階で,EU15カ国は基準

年比で1.7%しか削減できておらず,目標達成

が非常に困難な状態となっている。EU15カ国

は,基準年比で年臥CO2換算にして340Mt

分のGHGs削減が求められているが,そのう

ちの約30%分に当たる106.8Mt分を京都メカニ

ズムで賄おうとしている〔EEA2005∴25〕。現

在,EU域内国のオランダ,イタリアなどが,

HFC23破壊事業をCDM事業としていくつか申

請して,認可されるなど,途上国での持続可能

な発展よりも,CDMの経済性を重視する動き

を見せている。
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EUがGMOに慎重な理由も,安全性の問題

だけではなく,開発競争の遅れによる経済的不

利の回避という側面があると考えられる。

第3節途上国

他の交渉頚城とは異なり,吸収源CDM問題

では,途上国は統一的な見解を示すことができ

なかった。エネルギー分野でのCDM獲得を目

指す中国などが,吸収源CDMの範囲拡大に消

極的な姿勢を示す一方で,中南米,アフリカ,

東南アジアなどが吸収源CDMの範囲拡大に積

極的な姿勢を示した。

表2登録済みCDMの地域別分布

国 名 承認件数
年間削減量

(C O ,換算 t )

東アジア 40 5704 544 9

うち中国 32 45 948244

韓国 7 1108530 1

東南アジア 27 3467008

マレーシア 12 1682653

南アジア 131 11849725

インド 122 10431929

南米 113 19595466

ブラジル 77 14908644

中米 79 6227981

メキシコ 53 4729132

オセアニア ・-} 303832

アフリカ 10 3312405

その他 7 401460

世界全体 409 10 2203326

(2006年11月20日UNFCCC資料より作成)

吸収源CDMが,他のCDM活動と異なる特

徴として,全くGHGs排出がなくても対象と

なりうるという点が挙げられる。他のCDM活

動は,すでに存在する排出源からGHGsを削

減することでCERが生じる0 故に,経済的に

見合う削減を実現するためには,ホスト国には

GHGs削減活動を行う余地があるほどの経済や

産業が存在する必要があることになるCOP8

では,ウガンダが,最も貧困で脆弱な国には

利益で動くCDMは招聴できないかもしれない

という懸念を示した(30)事実,表2のように,

CDMの対象国がアジアや中南米に集中する地

域偏在が生じている。

一部の途上国によって現在,吸収源CDM

の範囲拡大の議論が始められている。 吸収源

CDMの対象は現在のところ,新規植林と再植

林に限られている。故に,現在進行中の森林破

壊によるGHGs排出については何の手当もさ

れていないCOR/MOPlでは,パプア・ニュー

ギニアとコスタリカから,途上国の森林減少抑

制によるGHGs削減を評価するべきとする提

案が出された(31)だが,この提案は途上国全

体の支持を集めるものではない。

CDMは先進国の目標達成手段という側面が

あり,量的に限界がある。 すなわち,限られた

削減目標枠分を獲得すべく,途上国間で利害対

立が生じているのである。GHGs削減余地のあ

る途上国にとっては,吸収源CDMの実施が容

易になれば,その分,CDMによる投資が短期

的には減る可能性がある。だが,吸収源CDM

のCERには時間制限があり,有効期間終了後

は,別のクレジットで穴埋めしなければならな

い。そのため,吸収源CDMが促進されたとし

ても,他のCDMによる投資がその分完全に失

われるわけではない。吸収源で得られるCER

に期限を要求するなど,交渉の場では吸収源

CDMに厳しい姿勢を示した中国が,吸収源

CDMとして初めて認証された方法論のホスト

国となっている0これは,工業化した途上国に
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とっても,吸収源CDMの利用価値があること

を意味している。

いずれの国も経済性を重視した対策を志向し

ているが,それが原因となって足並みをそろえ

ることができていない。だが,異なる立場であ

る日本とEU双方の国内では,国境を越える強

力なGMO反対運動が存在して,それぞれの国

に影響を及ぼしていたのである。

第4章吸収源CDMの規制実現の要因

吸収源CDMでは,他国において実施する環

境対策における予防原則の採用義務の是非が問

われていたといえる。環境破壊が不可逆的な性

質を持つ以上,環境への影響が予測される対策

には慎重さが求められる。GMOや外来種につ

いては,生態系-の影響の不確実性ゆえに,特

に導入には慎重さが必要とされるべきであろ

う。だが,そのような慎重さは,短期間で多量

のクレジット発行が求められる経済性の論理と

真っ向から対立する。

GMOと外来種利用に関しては,決定書文書

で明示的に言及された上で,ホスト国にリスク

評価の権限がゆだねられ,SPS協定よりもカル

タヘナ議定書に沿った規制が実現したCDM

はホスト国の合意がなければ実施できない。で

は,予防原則や生態系保護が,吸収源CDMを

巡る国際政治において,どのように配慮された

であろうか。まず,知識と利益の視点から検討

してみよう。

気候変動問題に関する専門家グループであ

るIPCCは吸収源CDMの利用手段に関する報

告書を発表している2000年5月に発表した土

地利用,土地利用の変化,林業に関する政策立

案者向け要約(32)でも,2002年4月に発表した

気候変動と生物多様性に関する報告書でも,非

森林生態系を単一種もしくは数種の樹木種に置

き換える植林活動が生態系に有害である可能性

を指摘している。特に気候変動と生物多様性に

関する報告書では,生物多様性に悪影響を与

える,水を大量に使う樹木の具体例として松

とユーカリが挙げられている〔Gitayetal2003:

86〕。ただし,これら二つのIPCCの報告書で

はGMOについては触れられていない。このよ

うにIPCCは,吸収源CDMで,特定の樹木に

よるプランテーションが拡大した場合には生態

系への悪影響の危険怪があると危供する一方

で,GMO利用についてはあまり問題視してい

ない。ピーター・ハースは,ある特定領域の問

題意識を共有する専門家集団である認識共同体

(EpistemicCommunity)が地球環境政治に影響

力を及ぼすとしている〔Haas1992:3-4〕.だが,

IPCCが吸収源CDMのGMO規制に関しては

影響力を行使したとは青いがたい。

利益の視点からはどうだろうか。吸収源

CDMは金銭的な価値を持つCERを発生させ

る。プロジェクトはCERによって得られる利

益の範囲内で可能でなければ,大規模な普及は

期待できない。そのため,GMOや外来種は,

先進国側にとっては,経済性という観点からイ

ンセンティブを持つことになる。

吸収源CDMをできる限り獲得しようとした

日本とカナダは,国内のGHGs削減が進展し

ていないため,目標達成のために京都メカニズ

ムをできうる限り広く利用できるようにする必

要があった。日本は,自国でのGMO利用には

慎重姿勢を示している。だが,日本は国外の森

林破壊において,これまでに数多くの事例で批
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判の対象となっている。他国で行うプロジェク

トであるCDMについては,GMO輸出国であ

るカナダと共に,GMOを利用できる可能性を

高めようとする交渉姿勢を示した。 その意味で

は,危険性の存在を十分に把握しながら,被害

の可能性が他国にある限りは,自国の経済的利

益を追求する交渉姿勢を示したのである。 カナ

ダはGMO輸出国であり,各国がGMOを導入

することで直接的な経済的利益を得る立場にあ

る0

また,EUも京都議定書の目標達成が困難な

状態にある。そのため,実際のCDM実施の段

階では,HFC23破壊事業を利用するなど,経

済性を重視した目標達成を志向しているのが

EUの実情である。

このように,先進国にとって,吸収源CDM

利用のためのハードルを高く設定することは,

経済的利益にそうものではなかった。

それにもかかわらず,GMOや外来種規制が

実現できた理由として,まず第1に各国が生態

系資源に関する自国の主権の確保を求めていた

ことが挙げられる。 環境や社会・経済影響評

価を巡る議論では,2003年6月のSBSTA18で,

EUと途上国,スイスが共同して,個別の国の

ニーズに合わせたガイドラインを作ることの必

要性を強調した(33)また,COP9でも,ボリ

ビアとインド,中国が,国際基準と国内法が矛

盾することに対する注意を促している(34)一

方,COP9でノルウェーがGMOと外来種除外

について強い文章を求めたが(35)その主張は

受け入れられていない。
第2の要因として,課題設定の段階におい

て,生物多様性-の配慮を欠かすことを許さ

ない政治的圧力が存在していたことが挙げら

れる。環境問題では,安全性を確保するために

「考慮すべき事」が多岐にわたる。このような

「考慮すべき事」は政治的判断によって決定さ

れる。「考慮すべき事」が慈意的に選択される

ことによる環境破壊の進行を防止するために,

環境NGOやEUなどの問題提起能力が重要な

役割を果たしていたのである。

加えて,様々な環境問題を包括的にまとめた

「地球環境保護」の必要性は幅広く認められて

いる一方で,ある特定の環境問題対策のために

別の環境を犠牲にすることを認める言説は未だ

有力であるとはいえなかった。

実際,吸収源CDM交渉に参加する各国は,

CBDの存在を重要視していた。 気候変動の生

態系に対する悪影響への理解に寄与するため

に,CBDなどと協力する必要性をカナダも認

めている(36)吸収源CDMでは,森林のGHGs

吸収量が対策の有効性を示す基準となる。 だ

が,有効性確保のために経済性だけが重視され

るのではなく,生物多様性保護も正当性の根拠

としてきわめて重要な意味をもち,GMOや外

来種規制の実現につながったのである。 このよ

うに,ある地球環境保護レジームの存在が,別

のレジームの形成要因として機能することで,

該当する個別の分野の専門家集団が影響力をも

たない範囲にまで,規制が実現できたのであ

る。ただし,吸収源CDMのGMOや外来種の

利用に関する規定は,生態系資源-の国家主権

を確認する事で終わり,より厳しい規制は実現

していない。既存の協定が,合意できる範囲を

決定したともいえる。

さらに,この吸収源CDMのルールは,カル

タヘナ議定書を批准していないカナダなども拘

束するため,京都議定書とカルタヘナ議定書の
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両議定書が影響を及ぼす範囲を広げる結果に

なった。環境協定間の相互作用は,規制強化の

一助になっただけでなく,相互作用する2つの

環境協定のうち片方には不参加の国にまで,影

響する範囲を広げたのである。

このような環境協定間の相互作用の存在によ

り,地球環境問題を巡る交渉はすでに複数のス

テージで展開されているのである。

ただし,このような協定間の相互作用は環境

協定間でのみ機能するとは考えにくい。他の国

際協定,たとえば貿易自由化関連協定との関係

により,多くのアクターが支持する環境規制が

実現困難になることも考えうる0事実,COP

9の最終段階で,カナダは決定文書草案におけ

る"internationalenvironmentalagreements'への

認識についての言及から,"environmental"を

削除するように提案した(37)。EUなどがそれに

反対したものの,結局,COP9での合意を優先

して受け入れた。その結果,COP9で採択され

た吸収源CDMのルール文書には,CBDなど

の関連する他環境条約名は記載されていない。

3番目の要因として,COP6再開会合を前に,

GMO輸出国である米豪が京都議定書から離脱

していたことが挙げられる。このため,GMO

主要輸出国で吸収源CDMを利用する可能性が

あるのはカナダだけであった。米国はGMO推

進に積極的である一方,予防原則導入には否

定的である。2001年には,米国の64の農業関

連企業・団体が,EUの予防原則を非難する文

書を米国通商代表に送り,米国のWTO重視路

線を後押ししている(38)また米国は2003年に,

EUのGMO規制をWTOの紛争処理委員会に

協定違反として提訴している(39)米国が吸収

源CDM交渉に積極的に参加していたのであれ

ば,GMO規制交渉がより難航していたことは

間違いないCBDよりもWTOやSPS協定と

の整合性が重視された場合,予防的措置が困難

になる恐れがある。

一方,EUと日本は,国内に強力なGMO反

対運動があり,少なくとも国内へのGMO流

入に対して慎重な姿勢を示している。自国で

GMOの規制を行っている以上他国が同様の

規制を行う権利を否定できない。

これらの理由から,吸収源CDMのルール決

定の妥協点として,ホスト国によるリスク評価

の規定が採用されたと考えられる。

それでも,このルールでは,ホスト国が短期

的な利益のために,生態系悪化の危険を冒す可

能性が残る。だが,吸収源CDMによる生態系

破壊防止のために,CDM理事会と環境NGO

が非常に重要な役割を果たしている。

CDM理事会は,方法論認証の権限を有する

ため,プロジェクトの可否を決定する重要な存

在となっている。吸収源CDMは2006年11月ま

でに30件が審査対象となり,15件が不認可のC

判定,5件が再審査のB判定となった。B判走

のうち1件がのちに方法論承認となるA判定と

なった。残りは審議中である2006年11月現

在,吸収源CDMの方法論は4件承認されてい

る(40)

不認可の事例を見ると,データ不足などによ

りベースラインや吸収量の計算ができないこ

と,リーケージが反映されていないこと,追加

性を満たしていないと判断されたこと,さらに

プロジェクト対象地の適格性,用語の誤解釈な

どが指摘されている。

一方で,2006年11月現在で承認された方法論

は,4件いずれも,天然林を植えることが困難
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な荒廃地に限られている。 天然林が再生でき

ない荒廃地で吸収源CDMが行われるのであれ

ば,仮にそれが商業植林であったとしても,他

の地域-の圧力を軽減し,結果として地球全体

の生物多様性の保護に寄与することになると考

えることもできる。もちろん,環境への悪影響

を防止するためには,プロジェクト実施後も,

周辺地域も含めた厳格なモニタリングが必要と

なるであろう。

吸収源CDMでは,PDDの記入必須事項に

環境影響や社会的経済的影響が含まれない形で

決定した。だが,実際には,環境評価に関する

セクションEの情報の不足が不認可の理由とさ

れる事例も生じている(41)実際の認証事例で

は,環境影響のみならず,プロジェクト実施箇

所の土地の状態まで厳格に審査されているので

ある。このように,CDM理事会が厳しく審査

を行うことで,吸収源CDMが環境や社会への

悪影響の原因になることを防いでいるのであ

るNGOなどがプロジェクトを監視し,意見

を述べることもできる。

吸収源CDMの明文化されたルールにおい

て,EUは,日本・カナダにある程度譲歩する

ことで,京都議定書を守った側面がある。 一

方,CDM理事会という国際機関を利用するこ

とで,EUなど生態系保護を重視するアクター

は,その目的を実現させているのである。 だ

が,これは,米豪の京都議定書離脱により,

CDM理事会でEUと途上国がきわめて大きな

権限を手に入れることができたという特殊な事

情を利用した結果である。そのため,今後,米

豪がCDMを利用する枠組みに参加した場合,

吸収源CDMのルール改正が重要な論点になる

ことが予想される。

また,環境NGOが吸収源CDMの環境健全

性確保のために果たしている役割は無視できな

い。気候行動ネットワーク(CAN)は,交渉

会議の会場内で配布されるニュースレターeco

で,交渉中の議題の問題点や論点を明確にし

て,会議参加者に影響を及ぼしている。

プロジェクト実施段階でも,環境NGOは重

要な役割を果たしている。 環境NGOのコン

サーベ-ション・インターナショナルなどが,

2005年に「気候,コミュニティと生物多様性

プロジェクト設計(CCB)基準」を発表した。

これは,吸収源CDMが,気候変動対策,持続

可能な発展の促進,生物多様性保護を満たすか

を評価する基準である(42)中国はすでにCCB

基準の採用を決定したという(43)

様々な生物多様性関連協定と同様に,吸収

源CDMの実施段階においても,環境NGOに

よる遵守監視が,生態系保護とGHGs削減双

方の実効性を高めるためにも期待される0 すで

にSinksWatchという環境NGOによる吸収源

CDM監視活動も動き始めている(44)こうした

環境NGOの活動が,様々なアクターを巻き込

みつつ,複雑に絡み合う地球環境問題の総合的

な解決に寄与しているのである。

おわりに

各国が異なる環境問題に対し異なる優先順位

を持つことは当然であろう。しかし,環境保護

の名の下に他の環境破壊の進展が容認されるよ

うな状況は,地球環境全体を考慮すれば望まし

い状態にあるとは言えない。だが,現在のとこ

ろ,個別の環境問題に対処する地球環境レジー

ムは存在しても,地球環境問題全体に対して総

合的に対処するための国際的な枠組みは存在し
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ない.実際,UNFFの取り組みも,結果的に法

的拘束力を持つ枠組みを先送りする結果に終

わっている。

すべての環境問題の総合的な解決を目指すこ

とを環境戦略,個別の環境問題の解決のみを考

慮することを環境戦術とする。ある国家や地域

共同体の枠内で環境戦略を構築することは,す

でに実現している。しかし,各国の国益がぶつ

かり合い,環境問題の優先順位も異なる国際政

治の場において,環境戦略を一致させることは

きわめて困難である。

本論文では,吸収源CDM交渉の事例から,

規制に積極的なアクターの問題提起能力によっ

て地球環境レジーム間の相互作用が起こり,そ

れによって,規制水準と対象範囲を向上させる

可能性があることを明らかにした。しかし,こ

のことは,すべての既存の環境協定が相互作用

により相反することなく強化されることを意味

するわけではない。経済的利益を目指す国家の

都合により,容易に国際的環境規制の水準は引

き下げられうる。いくつもの環境破壊が密接に

絡み合う現状においては,個別の環境対策に没

頭するだけでは不十分である。複数の地球環境

対策を整合させる国際的な環境戦略を構築する

必要がある。そうした環境戦略実現のために,

国際機閑や環境NGOが重要な役割を果たして

いるのである。

とりわけ環境NGOは,その問題提起能力や

監視能力によって,地球環境保護のために「考

慮すべき事」を国際政治の場に提示すること

で,他のアクターの無知や無視による環境破壊

を防止する。さらに,多様なアクターを結びつ

けることで,異なる地球環境対策に整合性を持

つ国際的環境協力を実現し,有効に機能させて

いるのである。今後,地球環境問題が複雑化す

るにつれて,環境NGOの重要性もますます高

まっていくと考えられる。

〔投稿受理日2006.ll24/掲載決定日2006.ll.30〕
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